
■

〃
ソ
ー
の
平
等
思
想
に
つ
い
て

　
　
1
「
一
般
意
志
」
論
理
解
の
一
つ
の
試
み
－

（69）　ルソーの平等恩想について

わ
れ
ら
、
協
約
の
平
等
な
る
法
を
告
げ
ん

1
『
社
会
契
約
論
』
巻
頭
の
言
葉
1

　
　
　
一
　
問
題
の
所
在

　
農
民
の
虐
げ
ら
れ
た
生
活
の
観
察
や
、
ル
ソ
ー
自
身
に
向
け
ら

れ
た
権
カ
者
の
不
正
な
行
為
の
経
験
が
、
彼
の
政
治
的
諸
著
作
を

生
ん
だ
原
体
験
と
な
っ
た
こ
と
は
、
『
告
白
』
の
叙
述
か
ら
既
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

良
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
”
平
等
。
の
間

題
が
ル
ソ
ー
の
問
題
意
識
の
深
層
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
お
の

ず
と
推
察
さ
れ
よ
う
。
確
か
に
、
ル
ソ
ー
研
究
者
で
彼
の
平
等
思

想
に
つ
い
て
論
及
し
な
い
者
は
い
な
い
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
の

”
平
等
・
概
念
の
意
味
・
内
容
及
ぴ
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
捉

小
　
　
澤

亘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

え
方
は
、
研
究
者
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
カ
ヅ

シ
ー
ラ
ー
、
R
・
ポ
ラ
ン
、
ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
ー
ら
は
、
ル
ソ
ー

思
想
に
お
け
る
”
平
等
・
問
題
の
地
位
を
著
し
く
過
小
評
価
し
て

い
る
。
カ
ヅ
シ
ー
ラ
ー
は
、
ル
ソ
ー
の
国
家
は
、
各
人
に
等
量
の

財
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
権
利
と
義
務
の
均
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

を
保
証
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
、
R
・
ポ
ラ
ン
は
、
ル
ソ
ー
が

社
会
契
約
に
よ
っ
て
目
指
す
平
等
は
、
契
約
時
点
に
お
け
る
「
瞬

間
の
完
全
な
平
等
」
に
す
ぎ
ず
、
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
は
、
「
平

等
の
維
持
も
そ
の
保
証
も
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ

　
＾
4
〕

て
い
る
。
ま
た
、
ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
ー
は
、
『
新
工
回
イ
ー
ズ
』

の
分
析
か
ら
、
「
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
、
〔
人
び
と
の
う
ち
に
〕

『
平
等
で
あ
る
と
い
う
感
情
』
さ
え
行
き
渡
れ
ぱ
、
制
度
は
平
等

湖



一橋論叢 第100巻 第2号　（70）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

主
義
的
な
も
の
で
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
R
・
ド
ラ
テ
は
、
ル
ソ
ー
の
”
平
等
。
概
念
の
重

要
性
を
強
調
し
、
ル
ソ
ー
に
お
け
る
基
本
的
中
心
命
題
を
「
諸
悪

の
第
一
原
因
は
不
平
等
で
あ
る
」
と
し
、
「
ル
ソ
ー
が
格
闘
し
た

難
問
は
、
所
有
権
を
侵
害
せ
ず
に
、
ま
た
少
な
く
と
も
そ
れ
を
廃

止
す
る
こ
と
な
く
、
社
会
状
態
に
お
け
る
不
平
等
を
制
限
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

と
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
ル
ソ
ー
の
平
等
思
想
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
解
釈

が
生
じ
る
主
要
な
原
因
は
、
ル
ソ
ー
政
治
理
論
の
キ
ー
概
念
と
も

い
え
る
「
一
般
意
志
」
の
意
味
内
容
の
陵
昧
さ
や
不
明
確
性
が
さ

ま
ざ
ま
な
解
釈
を
許
容
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
恩
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
平
等
思
想
を
検
討
し
よ
う
と
す

る
と
き
、
ル
ソ
ー
政
治
理
論
の
中
心
的
著
作
で
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
こ
に
お
い
て
二
般
意
志
L
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
『
社
会
契

約
論
』
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
平
等
の
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い

る
の
か
を
正
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
来
の
ル
ソ
ー
研
究

に
お
い
て
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
「
一
般
意
志
」
と
”
平
等
・

概
念
と
の
関
連
が
十
分
に
分
析
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
に
内
包
さ
れ
て
い

る
平
等
の
論
理
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
平
等
思

想
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
社
会
契
約
論
』
は
ル
ソ
ー
の
他
の
著
作
、
『
不
平

等
起
源
論
』
『
エ
ミ
ー
ル
』
『
政
治
経
済
論
』
そ
し
て
『
コ
ル
シ
カ

憲
法
草
稿
』
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
不
平

等
起
源
論
』
は
ル
ソ
ー
政
治
理
論
の
基
本
的
課
魑
を
明
示
し
た
著

作
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
『
社
会
契
約
論
』
と
『
工
、
、
、
ー
ル
』
は

そ
の
課
題
に
理
論
的
に
答
え
よ
う
と
し
た
著
作
で
あ
る
。
そ
し
て
、

『
政
治
経
済
論
』
と
『
コ
ル
シ
カ
憲
法
草
稿
』
は
そ
の
課
題
に
対

し
て
現
実
社
会
に
お
け
る
具
体
策
の
提
案
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と

し
た
著
作
と
い
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
『
不
平
等
起

源
論
』
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
社
会
契
約
論
』
の
基
本

的
課
題
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、

『
社
会
契
約
論
』
を
『
不
平
等
起
源
論
』
『
工
、
ミ
ー
ル
』
と
関
連
さ

せ
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
般
意
志
」
論
の
内
容
と
そ

の
特
質
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
『
政
治
経
済
論
』
『
コ

ル
シ
カ
憲
法
草
稿
』
を
手
が
か
り
に
、
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」

論
が
ど
の
よ
う
な
平
等
社
会
を
展
望
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
分

析
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
平
等
恩
想
の
意
義
と
そ
の
限

界
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
（
1
）
　
』
1
』
．
射
o
易
叩
＄
ξ
卜
塁
9
書
亀
§
夕
S
ミ
、
軸
、
。
。
、
、
貰
き
帖

肋4
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（71）　ルソーの平等恩想について

　
、
雨
旨
§
－
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旨
ぶ
ミ
オ
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§
ミ
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伽
o
．
民
－
O
顯
o
竈
自
o
巨
P
呂
・
宛
目
｝
ヨ
o
目
o

　
（
以
下
、
O
、
ρ
と
路
記
す
る
）
一
－
勺
胃
互
Ω
曽
≡
冒
胃
P
〕
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巨
｝
o
．

葦
｛
ニ
ニ
曽
票
邑
9
；
血
O
（
目
目
二
萎
・
H
＜
二
§
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・
電
・

　
旨
♪
竃
N
一
（
『
ル
ソ
ー
全
集
』
（
以
下
、
『
金
集
』
と
略
記
す
る
）
第

　
　
一
巻
、
白
水
社
、
一
九
七
九
年
（
第
二
巻
＝
別
巻
二
、
一
九
八
一
～

　
四
年
）
、
　
一
八
四
、
三
五
五
ぺ
ー
ジ
）

（
2
）
　
ル
ソ
ー
の
平
等
恩
想
に
関
す
る
外
国
文
献
に
は
、
次
の
よ
う
た

　
も
の
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
ル
ソ
ー
の
平
等
恩
想
に
つ
い
て
十
分
に

　
議
論
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
な
お
、
日
本
に
お
い
て
も
ル
ソ
ー

　
　
の
「
一
般
意
志
」
と
〃
平
等
〃
概
念
の
関
連
性
に
関
す
る
研
究
は
ほ

　
　
と
ん
ど
無
い
。
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一一

ル
ソ
ー
政
治
理
論
の
課
題

1
『
不
平
等
起
源
論
』

を
手
が
か
り
に
－

　
『
不
平
等
起
源
論
』
は
、
「
〔
課
題
一
〕
人
間
の
不
平
等
の
起
源

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
〔
課
題
二
〕
そ
れ
は
自
然
法
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
か
」
と
い
う
デ
ィ
ジ
ヨ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の

二
っ
の
課
趨
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
課
題
一
に
対
し
て
、
ル
ソ

ー
は
、
人
類
の
不
平
等
化
の
過
程
を
歴
史
的
に
描
き
出
す
と
い
う

手
法
に
よ
っ
て
検
討
し
た
。
し
か
し
、
課
題
二
に
対
し
て
は
、
従

来
の
自
然
法
解
釈
が
人
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
り
か
つ
暖
味
で
あ
る

こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
課
題
に
直
接
答
え
る
こ
と
を
避
け
、
そ
れ

に
か
え
て
、
人
類
が
い
か
に
不
平
等
を
正
当
化
し
て
き
た
か
を
示

し
、
そ
れ
ら
の
不
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
を
と
っ
た
。
そ
こ

で
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
ル
ソ
ー
に
よ
る
人
類
の
不
平
等
化
過
程
に

関
す
る
歴
史
的
考
察
を
検
討
す
る
。
ル
ソ
ー
は
、
「
人
間
の
本
性
」
、

「
生
活
技
術
の
発
展
」
、
「
政
治
・
社
会
制
度
」
の
三
つ
の
側
面
か

ら
人
類
の
不
平
等
化
の
原
因
を
説
明
し
て
い
る
。

　
〕

　
A
　
不
平
等
化
の
諸
原
因
に
つ
い
て

　
〔

　
（
a
）
　
人
間
の
本
性

　
人
ぴ
と
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
単
純
で
一
様
な
生
活
様

式
の
も
と
に
あ
り
孤
立
し
自
足
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
自
然
状

態
に
お
い
て
は
、
自
然
的
不
平
等
〔
畝
榊
帆
加
閉
柵
妙
淋
榊
恥
鰍
神
〕
は
、
人

ぴ
と
の
実
際
生
活
に
影
響
を
与
え
な
い
か
ら
、
不
平
等
は
ほ
と
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

ど
存
在
し
な
い
、
と
ル
ソ
ー
は
述
べ
る
。
自
然
的
不
平
等
が
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

と
な
る
の
は
、
人
間
が
社
会
的
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
人
間
は
社
会
の
発
生
と
と
も
に
相
互
に
区

別
す
る
こ
と
を
始
め
、
他
者
に
対
し
て
優
越
を
求
め
る
情
念
は
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

会
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
し
だ
い
に
増
大
す
る
、
と
い
う
。
こ
の

よ
う
に
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
他
者
へ
の
優
越
を
求
め
る
情
念

に
よ
っ
て
生
じ
る
不
平
等
の
増
犬
は
、
社
会
的
関
係
の
発
展
に
も

と
づ
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

　
（
b
）
　
生
活
技
術
の
発
展

　
で
は
、
そ
の
よ
う
な
不
平
等
を
生
み
出
す
社
会
的
関
係
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
ル
ソ
ー
は
、
農

業
．
冶
金
な
ど
の
生
活
技
術
の
発
展
が
、
人
ぴ
と
の
間
に
不
平
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

を
飛
躍
的
に
拡
大
さ
せ
る
と
述
べ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
こ
う
し
た
生

活
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
不
平
等
は
、
人
ぴ
と
が

た
ま
た
ま
置
か
れ
た
環
境
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

人
間
の
強
弱
、
貧
宮
は
、
運
・
不
運
に
よ
っ
て
生
じ
る
偶
然
的
な

　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
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1

　
（
C
）
　
政
治
・
社
会
制
度

　
で
は
、
ル
ソ
ー
は
、
人
ぴ
と
の
間
の
不
平
等
を
促
進
し
、
固
定

化
す
る
本
質
的
要
因
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
ル
ソ
ー
は
、
政
治
制
度
や
社
会
制
度
が
成
立
す
る
と
偶

然
的
な
不
平
等
は
固
定
化
さ
れ
、
本
樒
的
な
不
平
等
状
態
が
現
出

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
社
会
に
お
い
て
は
、

財
カ
に
よ
る
支
配
隷
従
関
係
が
正
当
化
さ
れ
、
財
カ
を
持
つ
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

と
っ
て
都
合
の
良
い
法
制
度
が
成
立
す
る
、
と
ル
ソ
ー
は
い
う
。

つ
ま
り
、
ル
ソ
ー
は
、
政
治
社
会
に
お
い
て
は
、
政
治
的
不
平
等

が
必
ず
社
会
的
不
平
等
を
も
た
ら
し
、
ま
た
、
社
会
的
不
平
等
、

特
に
財
の
不
平
等
が
政
治
的
不
平
等
を
必
然
的
な
も
の
と
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

い
う
悪
循
環
が
存
在
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
フ
ラ
ン

ス
絶
対
王
制
下
に
あ
っ
て
は
、
貴
族
や
僧
侶
は
封
建
的
特
権
を
享

受
す
る
一
方
、
窟
裕
化
し
た
ブ
ル
ジ
目
ア
ジ
ー
は
土
地
を
購
入
し
、

売
官
制
度
に
よ
っ
て
土
地
貴
族
に
上
昇
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
制
は
資
本
主
義
的
要
素
を
封
建
的

制
度
の
枠
組
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
と

い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
体
制
下
、
農
民
が
封
建
制
と
資
本
主
義
と

い
う
二
重
の
鎖
の
下
で
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
状
況
を
眼
前
に
し
て
、

ル
ソ
ー
は
不
平
等
化
の
悪
循
環
を
政
治
社
会
の
本
質
的
問
題
と
し

‘

て
捉
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
は
人
類

の
不
平
等
化
要
因
の
う
ち
政
治
制
度
や
社
会
制
度
の
果
た
す
役
割

を
と
く
に
重
視
し
て
い
る
。
「
人
間
は
自
由
な
者
と
し
て
生
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

た
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
」
と
い
う
ル

ソ
ー
の
有
名
杢
言
葉
に
お
い
て
、
鉄
鎖
は
一
つ
に
は
こ
う
し
た
政

治
制
度
や
社
会
制
度
を
指
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
が
重
要
視
し
た
も

う
一
っ
の
鉄
鎖
は
人
ぴ
と
の
意
識
を
縛
り
っ
け
て
い
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
ル
ソ
ー
は
絶
対
王
制
を
支
え
る
不

平
等
の
正
当
化
イ
デ
才
ロ
ギ
ー
に
攻
撃
を
加
え
、
人
ぴ
と
の
意
識

を
変
革
し
、
こ
う
し
た
鉄
鎖
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政

治
．
社
会
体
制
の
変
革
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、

ル
ソ
ー
の
不
平
等
正
当
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
三
つ
の
批
判

　
　
　
　
　
　
＾
9
）

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
〕

　
B
　
不
平
等
正
当
化
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て

　
〔

　
（
a
）
　
社
会
的
不
平
等
を
自
然
的
不
平
等
に
よ
っ
て
正
当
化
す

る
考
え
方

　
ル
ソ
ー
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
社
会
状
態
に
お
け
る
不
平
等
は
、

身
体
的
能
力
や
知
的
能
カ
な
ど
の
自
然
的
不
平
等
に
よ
っ
て
生
じ

る
よ
り
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
運
・
不
運
に
よ
っ
て
生
じ
る
偶
然
的
な
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も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
、
自
然
的
不
平
等
に
よ
っ
て
社
会
的
不

平
等
を
正
当
化
す
る
考
え
方
は
と
う
て
い
認
め
る
こ
と
が
で
き
な

　
＾
1
0
〕

か
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
人
間
の
不
平
等
は
、
杜
会
状
態
に
お
け

る
環
境
や
生
活
様
式
の
格
差
に
よ
っ
て
拡
大
し
て
い
く
の
だ
か
ら
、

下
層
の
恵
ま
れ
な
い
人
び
と
に
と
っ
て
、
不
乎
等
は
生
ま
れ
な
が

ら
の
も
の
だ
と
す
る
正
当
化
論
は
き
わ
め
て
理
不
尽
な
も
の
と
い

え
る
。
後
年
、
こ
の
よ
う
な
不
平
等
の
正
当
化
論
は
フ
ィ
ジ
オ
ク

ラ
ー
ト
の
一
派
に
よ
っ
て
デ
ス
ポ
テ
ィ
ス
ム
・
レ
ガ
ル
（
合
法
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
）

専
制
）
の
正
当
化
論
と
し
て
そ
の
ま
ま
利
周
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
ル
ソ
ー
は
、
こ
の
時
点
で
既
に
そ
う
し
た
正
当
化
論
に
痛
打

を
加
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
（
b
）
　
先
占
権
に
よ
る
所
有
の
正
当
化

　
こ
の
正
当
化
は
、
有
名
な
「
お
れ
の
も
の
だ
と
言
っ
て
囲
い
込

む
」
行
為
を
正
当
化
す
る
論
理
で
あ
る
が
、
ル
ソ
ー
は
、
こ
う
し

た
行
動
は
分
配
す
る
土
地
が
欠
乏
す
れ
ば
戦
争
状
態
を
必
然
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

も
の
に
す
る
と
批
判
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は
、
自
然
状
態
に
お
い

て
は
、
す
べ
て
の
人
が
す
べ
て
の
自
然
物
に
対
し
て
自
然
権
を
有

す
る
か
ら
、
所
有
権
の
設
定
に
は
少
な
く
と
も
一
度
は
全
員
一
致

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
口
）

の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
ソ
ー
は
、

の
ち
に
、
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
、
土
地
の
先
占
権
は
各
人

の
労
働
に
よ
っ
て
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
生
存
す
る
の

に
必
要
な
だ
け
の
広
さ
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
い
う
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

し
い
成
立
要
件
を
課
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
C
）
　
宮
者
と
貧
者
の
契
約
に
よ
る
不
平
等
の
正
当
化

　
窟
者
と
貧
者
の
契
約
〔
靴
舳
紗
ゼ
版
い
〃
岬
〃
ゼ
肋
切
肋
帥
〕
は
、
土
地
所
有

を
め
ぐ
る
社
会
的
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
、
そ
の
両
者
の
間
に
結

ぱ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
所
有
権
の
保
証
、
弱
者
の
抑
圧
か
ら
の
保

護
、
法
の
支
配
に
よ
る
正
義
と
平
和
の
維
持
を
そ
の
目
的
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
契
約
が
実
現
す
る
の
は
窟
者
と
貧
者
と
い

う
二
つ
の
階
級
を
前
提
に
し
た
秩
序
の
維
持
で
あ
る
た
め
、
法
律

自
体
が
社
会
的
不
平
等
を
固
定
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
し
ま
う

　
　
　
　
　
　
　
＾
些

と
ル
ソ
ー
は
批
判
す
る
。

　
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ぱ
、
以
上
に
述
べ
た
論
理
に
よ
っ
て
不
平
等
を

正
当
化
す
る
政
治
社
会
は
、
や
が
て
、
人
類
の
不
平
等
化
が
極
ま

る
専
制
主
義
に
行
き
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
ル
ソ
ー
は
、
そ
う
し

た
専
制
主
義
は
悉
意
的
カ
に
よ
る
強
制
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

何
ら
の
正
当
性
を
も
は
や
持
た
な
い
、
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

ル
ソ
ー
に
と
っ
て
真
に
対
決
す
べ
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
と
り
わ

け
、
不
平
等
を
巧
妙
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
「
宮
者
と
貧
者
の

契
約
に
よ
る
不
平
等
正
当
化
論
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
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ル
ソ
ー
の
政
治
理
論
の
課
題
は
、
そ
う
し
た
旧
い
契
約
の
論
理
を

乗
り
越
え
、
平
等
社
会
を
目
指
す
新
し
い
「
社
会
契
約
」
の
論
理

を
提
出
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
新
し
い
「
社
会
契
約
」
の
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
g

理
は
、
第
一
に
、
新
た
な
「
分
配
的
正
義
」
を
明
示
す
る
も
の
で

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
新
し
い
「
分
配
的
正
義
」

は
、
人
間
の
本
性
に
刻
み
込
ま
れ
た
他
者
に
対
す
る
優
越
を
求
め

る
欲
望
を
抑
制
し
て
い
く
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
第
二
に
、

政
治
的
権
威
に
も
と
づ
く
不
平
等
の
組
織
化
が
社
会
的
不
平
等
を

も
た
ら
し
、
そ
の
社
会
的
不
平
等
が
政
治
的
不
平
等
を
必
然
な
ら

し
め
る
と
い
う
悪
循
環
が
政
治
社
会
の
本
質
的
間
題
で
あ
る
と
さ

れ
る
以
上
、
新
し
い
「
社
会
契
約
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
悪
循
環

を
断
ち
切
る
論
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、

彼
の
主
著
『
社
会
契
約
論
』
に
課
せ
ら
れ
た
中
心
的
課
題
と
い
え

る
。

（
1
）
』
こ
・
刻
昌
肇
彗
し
ミ
一
．
ミ
雪
§
ミ
．
ミ
蔓
鳶
O
．
O
．
目
一

　
　
勺
勺
．
ご
o
〇
一
－
8
．
（
『
金
集
』
第
四
巻
、
二
〇
六
、
二
二
八
～
三
〇
ぺ

　
　
ー
ジ
）

　
（
2
）
　
き
ミ
．
雫
旨
P
（
『
前
掲
書
』
二
三
八
ぺ
ー
ジ
）

　
（
、
）
　
き
ミ
勺
、
】
ミ
・
（
『
前
掲
書
』
二
四
〇
べ
ー
ジ
）

　
（
4
）
　
き
ミ
。
や
H
ミ
（
『
前
掲
書
』
　
一
九
五
ぺ
ー
ジ
）

　
（
5
）
（
6
）
　
き
ミ
ー
〕
．
－
ミ
、
（
『
前
掲
書
』
二
四
六
～
七
ぺ
ー
ジ
）

（
7
）
　
き
ミ
o
や
一
〇
0
N
～
o
o
（
『
前
掲
書
』
二
五
六
…
七
ぺ
ー
ジ
）

（
8
）
－
－
雰
曇
彗
し
ニ
ミ
富
。
；
S
ミ
ρ
O
．
日
ら
旨
一
’

　
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
一
一
〇
べ
ー
ジ
）

（
9
）
　
ル
ソ
ー
は
、
不
平
等
を
正
当
化
し
て
い
た
神
挙
を
批
判
の
対
象

　
か
ら
意
図
的
に
は
ず
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
自
然
概
念
に

　
は
、
神
挙
に
も
と
づ
く
人
間
の
不
平
等
正
当
化
の
論
拠
を
奪
う
狙
い

　
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
o

（
1
0
）
－
こ
』
昌
肇
彗
L
ミ
一
．
ミ
雪
ミ
、
こ
．
一
喜
§
恥
O
1
ρ

　
自
－
ヲ
H
s
．
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
一
九
八
～
九
ぺ
ー
ジ
）

（
1
1
）
　
高
橋
誠
「
マ
ブ
リ
の
メ
ル
シ
エ
・
ド
・
ラ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
批

　
判
を
め
ぐ
っ
て
」
『
法
挙
新
報
』
（
中
央
犬
挙
）
第
八
九
巻
三
・
四
号

　
一
九
八
二
年
八
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
2
）
（
u
）
　
－
・
』
・
勾
畠
詔
8
ξ
ミ
．
ミ
．
一
〇
〇
ー
ミ
ひ
～
ド
（
『
前
掲
蓄
』

　
二
四
四
～
五
ぺ
ー
ジ
）

（
叫
）
－
－
寄
妻
彗
』
ミ
ミ
・
§
§
ミ
ρ
O
I
員
事

　
ω
a
～
①
．
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
二
一
七
ぺ
ー
ジ
）

（
∬
）
　
』
・
－
・
勾
o
巨
留
o
里
ξ
吻
ミ
、
、
、
o
ミ
崎
｛
ミ
雨
～
軸
、
、
札
ミ
＆
§
ミ
膏
一
〇
一
〇
．
H
H
－

　
や
H
ミ
、
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
二
四
六
ぺ
ー
ジ
）

（
1
6
）
　
き
§
一
や
－
8
・
（
『
前
掲
警
』
二
五
八
…
九
ぺ
ー
ジ
）

（
1
7
）
　
き
ミ
一
や
§
。
。
．
（
『
前
掲
書
』
二
八
九
～
九
〇
ぺ
ー
ジ
）
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一橋論叢 第100巻 第2号　（76）

三

「
一
般
意
志
」
論
の
内
容
と
そ
の
特
質

1
『
社
会
契
約
論
』
に
お
け
る
平
等
理
論
の
分
析
－

　
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
平
等
の
論
理
」
を

解
く
キ
ー
概
念
が
「
一
般
意
志
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
社
会
契

約
論
』
に
お
け
る
「
一
般
意
志
」
に
関
す
る
説
明
は
十
分
な
も
の

と
は
い
え
ず
不
明
瞭
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で

は
、
『
社
会
契
約
論
』
第
一
篇
・
第
二
篇
と
『
不
平
等
起
源
論
』

と
を
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
般
意
志
」
論
の
内
容
の

把
握
を
試
み
る
。
ま
た
、
こ
の
「
一
般
意
志
」
論
と
『
工
、
ミ
ー

ル
』
第
四
篇
に
お
け
る
「
正
義
」
概
念
と
の
関
連
性
を
分
析
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
般
意
志
」
論
の
内
容
を
分
析
す
る
。
そ
し

て
、
次
に
、
ル
ソ
ー
に
先
行
す
る
近
代
自
然
法
恩
想
家
た
ち
の
契

約
論
駆
勧
州
靴
ポ
秋
帥
林
順
搬
鵬
瀦
と
〕
と
ル
ソ
ー
の
「
社
会
契
約
」
論
と

を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
般
意
志
」
論
の
特
質
を
考
察

す
る
。

　
〕

　
A
　
「
一
般
意
志
」
論
の
内
容
　
1
『
不
平
等
起
源
論
』
・
『
工

　
〔

ミ
ー
ル
』
と
の
関
連
に
お
い
て
ー

　
（
a
）
　
「
社
会
契
約
」
の
必
要
性
と
目
的

　
『
社
会
契
約
論
』
第
一
篇
第
六
章
で
、
ル
ソ
ー
は
、
自
然
状
態

に
お
い
て
人
類
が
生
活
様
式
を
変
革
し
な
け
れ
ぱ
絶
滅
し
て
し
ま

う
危
機
に
陥
っ
た
と
き
、
人
ぴ
と
は
新
し
い
「
社
会
契
約
」
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
力
を
合
成
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
、
と
述
べ

＾
1
）る

。
そ
し
て
、
人
ぴ
と
が
「
社
会
契
約
」
を
結
ぶ
目
的
を
、
「
共

同
の
カ
す
べ
て
を
挙
げ
て
、
各
構
成
員
の
身
体
と
財
産
と
を
、
防

衛
し
保
謹
す
る
結
社
形
態
を
発
見
す
る
こ
と
。
し
か
も
、
こ
の
結

社
形
態
に
お
い
て
は
、
各
構
成
員
が
す
べ
て
の
他
の
構
成
員
と
結

び
つ
き
な
が
ら
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
自
由
な
ま
ま
で
い
ら
れ
る

　
　
　
　
＾
2
）

こ
と
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
ル
ソ
ー
は
、
こ
の
「
社
会
契
約
」
の

基
本
条
項
を
「
〔
共
同
体
の
〕
各
構
成
員
が
自
分
の
持
つ
全
て
の

権
利
と
と
も
に
自
分
自
身
を
共
同
体
に
完
全
に
譲
渡
す
る
こ
と
」

で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
結
合
契
約
に
よ
っ
て
お
の
ず
と
「
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

般
意
志
」
が
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う
。
こ
の
説
明
で
は
、
「
社
会

契
約
」
の
目
的
が
人
ぴ
と
の
”
自
由
。
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
ル
ソ
ー
の
解
決
す
べ
き
中
心
的
課
題
で

あ
る
”
平
等
。
の
問
題
と
は
一
見
関
連
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
が
『
社
会
契
約
論
』
第
二
篇
第
十
一
章
で

立
法
の
目
的
は
”
自
由
・
と
”
平
等
・
の
確
保
に
あ
り
”
平
等
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

は
”
自
由
〃
の
前
提
条
件
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目

す
れ
ぱ
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
〃
自
由
”
の
確
保
は
同
時
に
”
平
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（77）　ルソーの平等恩想について

等
・
の
確
保
を
意
味
し
て
お
り
、
ル
ソ
ー
の
「
社
会
契
約
」
の
目

的
は
、
自
由
を
最
大
隈
に
確
保
す
る
こ
と
と
同
時
に
実
質
的
平
等

を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
（
b
）
　
「
一
般
意
志
」
形
成
の
前
提

　
と
こ
ろ
で
、
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
は
、
白
然
状
態
と
は
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
金
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
σ
た

め
、
人
ぴ
と
が
い
か
な
る
理
由
で
自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態
に
移

行
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
か
、
つ
ま
り
、
「
一
般
意
志
」
を
成
立
さ

せ
る
前
提
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
、
『
社
会
契
約
論
』
と
『
不
平
等
起
源
論
』
と
を
密
接
に

関
連
さ
せ
て
分
析
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
両
著
作
を
関

連
さ
せ
て
考
察
す
れ
ぱ
、
人
類
が
白
然
状
態
に
お
い
て
生
活
様
式

の
変
更
を
迫
ら
れ
る
危
機
と
は
、
専
制
主
義
が
行
き
づ
ま
っ
た
危

機
的
状
況
で
あ
り
、
『
不
平
等
起
源
論
』
で
い
う
文
明
化
の
終
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

に
あ
ら
わ
れ
る
「
新
た
な
自
然
状
態
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
う
し
た
人
類
の
不
平
等
化
の
最
終
局
面
に
お
い
て
、

危
機
的
状
況
を
脱
す
る
た
め
に
人
び
と
が
集
合
し
、
権
利
を
全
面

的
に
新
し
い
共
同
体
へ
譲
渡
す
る
決
断
を
す
る
た
め
に
は
、
人
ぴ

と
が
、
既
に
、
不
平
等
化
の
拡
大
が
も
た
ら
す
弊
害
を
歴
史
的
体

験
と
し
て
共
有
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
暴
カ
や
財
カ
に
よ
っ

て
他
者
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
結
局
は
無
秩
序
状
態

し
か
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
を
共
通
認
識
と
し
て
い
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
は
、
『
社
会
契
約
論
』
の
中
で
は
、
金

く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
す
ぺ
て
の
人
ぴ
と
に
よ
っ
て
不
平
等

化
の
歴
史
体
験
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
実
は
「
一
般
意

志
」
を
形
成
す
る
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
が

「
一
般
意
志
」
が
向
か
う
方
向
性
を
規
定
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
（
C
）
　
「
一
般
意
志
」
に
も
と
づ
く
法
形
成
の
問
魑
　
1
「
相

互
性
」
、
「
情
報
」
、
「
私
益
の
追
求
」
ー

　
そ
れ
で
は
、
「
一
般
意
志
」
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て

人
ぴ
と
の
集
会
に
お
い
て
法
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ル
ソ
ー
の
「
相
互
性
」
と
い
う
概
念
が
注
目

　
　
＾
6
〕

さ
れ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
「
わ
れ
わ
れ
を
社
会
全
体
に
結
び
つ
け
て

い
る
契
約
が
拘
束
カ
を
も
つ
の
は
契
約
が
相
互
的
（
昌
享
畠
一
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
、
「
正
義
の
原
則
が
人
民
の
間
で
受

け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
相
亙
的
（
H
ぎ
甘
『
8
亮
）
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
新
し
い
「
社
会
契
約
」

の
特
色
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ソ
ー
に
お

け
る
「
相
互
性
」
は
、
人
ぴ
と
の
間
に
同
一
の
権
利
・
義
務
が
課

さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な

1冴



一橋論叢第100巻第2号（78）

ら
、
『
不
平
等
起
源
論
』
に
お
い
て
、
回
ヅ
ク
・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド

ル
フ
的
な
宮
者
と
貧
者
の
契
約
で
は
、
「
法
の
前
の
平
等
」
は
述

ぺ
ら
れ
な
が
ら
も
、
現
実
に
お
い
て
は
、
人
ぴ
と
の
間
に
窟
の
不

平
等
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
ル
ソ
ー
は
強
く
批
判
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ル
ソ
ー
の
い
う
「
相
互
性
」
と
は
〔
＾
〃
け
帥
ギ

蝸
箒
帷
㌦
馨
㍊
誰
惰
明
〕
、
法
が
も
た
ら
す
貧
宮
の
格
差
や
社
会

的
地
位
の
格
差
の
程
度
が
す
べ
て
の
人
び
と
に
と
っ
て
納
得
で
き

る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
、
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え

る
一
敬
引
絆
鱗
鉄
結
魏
鵬
詩
鑑
舳
ド
詰
れ
ズ
睡
一
。
こ
う
し

た
ル
ソ
ー
の
「
相
互
性
」
は
、
「
も
し
も
、
政
治
社
会
の
中
で
、

救
い
え
た
は
ず
の
市
民
が
、
〔
不
当
な
格
差
に
よ
っ
て
〕
た
だ
一

人
で
も
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ぱ
：
・
－
社
会
契
約
は
解

　
　
＾
9
）

消
さ
れ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
厳
し
い
内
容
を
も
つ
も
の
な

の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
人
民
は
主
権
者
で
あ
り
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
些

つ
臣
民
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
共
同
体
の
全
成
員
が
法

形
成
者
で
あ
り
＾
か
つ
ま
た
、
法
に
服
従
す
る
者
で
あ
る
と
い
う

二
っ
の
性
格
を
同
時
に
そ
な
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
ぴ
と
が
主

権
者
と
し
て
法
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
法
が
実
現
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
政
治
社
会
状
態
を
想
定
し
て
、
自
分
自
身
が
臣
民
と
し

て
、
そ
の
中
．
で
占
め
る
地
位
や
享
受
で
き
る
生
活
状
態
が
十
分
に

満
足
で
き
る
と
き
、
そ
の
法
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、

い
ま
述
ぺ
た
「
相
互
性
」
が
成
立
す
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
相
互
性
」
の
概
念
は
、
極
端
な
不
平
等
を
排
除
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
相
互
性
」
が
成
立
す
る
と
き
に
は
、

不
平
等
は
す
ぺ
て
の
人
ぴ
と
が
認
め
る
と
き
に
限
っ
て
、
つ
ま
り

公
益
を
増
進
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
〔
た
と
え
ぱ
、
社
会
的
地
位

の
椿
差
な
ど
は
〕
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
「
相
互
性
」
が
成
立
し
う

る
た
め
に
は
、
人
び
と
が
、
「
十
分
な
情
報
を
も
っ
て
討
議
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
）

こ
と
が
必
須
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
の
形
成
に
お
い
て
、
人

ぴ
と
は
法
が
現
実
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
も
た
ら
す
か
を
十
分
に

知
り
う
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ル
ソ

ー
は
「
人
ぴ
と
が
相
互
に
よ
く
知
り
合
っ
て
い
る
」
杜
会
を
理
想

　
　
　
　
　
£
）

と
す
る
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
代
表
者
に
よ
る
諸
利
益
集
団
だ

け
の
利
害
調
整
の
場
に
な
り
や
す
い
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
制
度
を
、

構
成
員
が
互
い
に
よ
く
知
り
合
っ
て
い
る
小
さ
な
古
典
古
代
の
都

市
国
家
を
モ
デ
ル
と
し
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
ル
ソ
ー
は
、
人
ぴ
と
に
お
け
る
「
相
亙
性
」
の
成
立
と
、
そ
れ

を
可
能
に
す
る
「
十
分
な
情
報
」
を
前
提
と
し
て
、
「
権
利
の
平
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（79）　ルソーの平等恩想について

等
お
よ
ぴ
そ
れ
か
ら
生
ず
る
正
義
の
概
念
は
、
各
人
が
ま
ず
自
分

自
身
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
す
な
わ
ち
人
間
の
本
性
か
ら
生

　
　
　
　
＾
”
）

じ
る
L
と
い
う
。
こ
の
言
葉
は
、
「
相
互
性
」
が
成
立
す
る
と
き

に
の
み
、
法
形
成
に
お
け
る
私
益
の
追
求
が
、
同
時
に
公
益
を
実

現
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
、
と
解
釈
で
き
る
。

こ
の
と
き
、
各
人
の
自
然
権
は
最
大
限
に
確
保
さ
れ
、
か
つ
、
同

時
に
実
質
的
平
等
も
保
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
指

し
て
・
ル
ソ
ー
は
「
一
駈
意
志
は
常
に
正
烏
一
「
一
般
意
志
は

　
　
　
　
　
　
＾
旭
〕

常
に
平
等
に
向
か
う
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
d
）
　
「
一
般
意
志
」
形
成
の
要
件

　
以
上
の
説
明
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
一
般
意
志
」
つ
ま
り

全
人
民
の
総
意
で
あ
る
法
は
、
以
下
に
述
ぺ
る
条
件
を
そ
な
え
た

共
同
体
の
金
成
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
集
会
に
よ
づ
て
、
は
じ

め
て
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
神
法
あ
る
い
は
普
遍
的
正
義

と
い
う
形
で
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
超
越
的
な
法
で
は
な

一
津

L　
1
　
不
平
等
化
の
弊
害
が
歴
史
体
験
と
し
て
人
ぴ
と
に
よ
っ
て

　
　
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
財
カ
や
暴
力
に
も
と
づ

　
　
く
利
益
の
追
求
や
徒
党
を
組
ん
で
の
利
益
の
追
求
が
、
結
局
、

　
　
無
秩
序
状
態
し
か
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
共
通
認
識
が
生
ま

　
　
れ
て
い
る
こ
と
。

　
2
　
人
ぴ
と
が
、
不
平
等
の
拡
大
に
よ
っ
て
生
じ
た
危
機
を
乗

　
　
り
越
え
る
た
め
、
す
ぺ
て
の
自
然
権
を
全
面
的
に
譲
渡
し
、

　
　
新
し
い
共
同
体
を
作
り
だ
そ
う
と
す
る
共
通
の
意
志
を
持
つ

　
　
こ
と
。

　
3
　
法
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
①
「
相
互
性
」
の
維
持
②
そ

　
　
の
成
立
条
件
と
し
て
の
「
十
分
な
情
報
」
⑧
「
自
己
利
益
の

　
　
追
求
」
と
い
う
三
つ
の
条
件
が
同
時
に
満
足
さ
れ
る
こ
と
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
は
、
「
一
般

意
志
」
を
単
な
る
私
的
利
益
の
総
和
に
す
ぎ
な
い
「
全
体
意
志
」

と
の
対
比
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
「
一
般
意

志
」
と
「
全
体
意
志
」
と
の
差
が
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
と

い
う
問
題
は
ル
ソ
ー
解
釈
に
お
い
て
最
も
難
解
な
問
題
の
一
つ
に

な
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
一
般
意
志
」
の
成
立
要
件
を

整
理
し
て
考
え
て
み
れ
ぱ
、
こ
れ
ら
の
「
一
般
意
志
」
を
成
立
さ

せ
る
諸
条
件
が
一
つ
で
も
満
足
さ
れ
な
い
場
合
を
さ
し
て
、
ル
ソ

ー
は
そ
れ
を
「
一
般
意
志
」
と
区
別
し
て
「
全
体
意
志
」
と
呼
ん

だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
諸
条
件
を
一
つ
で
も
欠

く
と
き
、
人
び
と
は
た
と
え
法
律
を
制
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
一
部
の
人
ぴ
と
に
利
益
を
も
た
ら
す
だ
け
で
、
他
の
人
ぴ
と
は

3豚
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抑
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
ル
ソ
ー
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
e
）
　
二
般
意
志
L
論
と
『
ニ
ミ
ー
ル
』
に
お
け
る
正
議
論

　
で
は
次
に
、
「
一
般
意
志
」
の
内
容
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
た

め
に
、
さ
ら
に
『
エ
ミ
ー
ル
』
第
四
篇
に
お
け
る
「
正
義
」
論
を

取
り
上
げ
考
察
し
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
『
社
会
契
約
論
』
と

並
行
し
て
執
筆
さ
れ
た
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
課
魑
も
ま
た
、
『
社
会

契
約
論
』
と
全
く
同
様
に
、
人
類
の
不
平
等
化
の
悪
循
環
を
断
ち

切
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
『
社
会
契
約

論
』
に
お
い
て
は
、
社
会
契
約
に
よ
る
人
び
と
の
結
合
過
程
及
び

法
の
形
成
過
程
に
よ
っ
て
「
一
般
意
志
」
が
説
明
さ
れ
た
が
、

『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
い
て
は
、
一
人
の
人
間
の
成
長
過
程
を
通
じ

て
、
「
平
等
社
会
」
を
目
指
す
「
正
義
」
の
概
念
が
説
明
さ
れ
て

い
る
。

　
ル
ソ
ー
は
、
人
び
と
が
正
義
観
念
を
獲
得
し
う
る
た
め
の
基
礎

的
能
力
は
、
青
年
期
に
お
け
る
性
の
め
ざ
め
に
と
も
な
ウ
て
生
じ

る
も
の
と
し
、
そ
れ
は
他
者
の
苦
し
み
を
自
分
の
苦
し
み
と
し
て

感
じ
る
想
像
カ
（
巨
晶
一
畠
ま
昌
）
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
と
述
べ

る
。
他
者
の
苦
し
み
に
対
す
る
同
感
能
カ
が
十
分
に
発
達
し
た
者

は
、
社
会
の
中
で
虐
げ
ら
れ
て
い
る
人
び
と
の
生
活
に
目
を
向
け
、

や
が
て
そ
う
し
た
人
び
と
の
た
め
に
実
際
に
行
動
を
お
こ
す
よ
う

に
な
る
。
そ
う
し
た
行
動
〔
伽
肋
舳
鰍
ポ
け
馳
独
〕
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

人
ぴ
と
は
、
「
自
然
的
及
び
社
会
的
不
平
等
の
測
定
表
と
全
社
会

の
秩
序
の
一
覧
表
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
ル
ソ
ー

　
＾
η
）

は
い
う
。
ル
ソ
ー
は
、
そ
う
し
た
社
会
の
構
造
的
抑
圧
に
関
す
る

正
確
な
知
識
を
善
悪
判
断
の
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
い
て
は
、
正
義
の
観
念
は
憐
れ
み
の
情

（
豆
ま
ひ
）
が
社
会
金
体
に
向
け
ら
れ
、
杜
会
的
不
平
等
と
そ
の
不

当
性
を
社
会
構
造
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も

の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
憐
れ
み
の
情
が

社
会
全
体
に
拡
大
さ
れ
う
る
た
め
に
、
個
人
を
社
会
全
体
に
結
ぴ

つ
け
る
役
割
を
果
た
す
神
の
概
念
が
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
人
び
と
を
抑
圧
し
て
い
る
当
時
の
キ
リ
ス

ト
教
の
神
概
念
に
代
え
て
新
し
い
神
概
念
を
考
え
る
。
ル
ソ
ー
は
、

紳
は
、
個
人
の
内
に
も
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
び
と
に
自
由

を
自
覚
さ
せ
、
「
一
般
的
存
在
の
意
識
を
自
己
の
個
別
的
存
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
）

意
識
に
結
び
つ
け
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
ル
ソ
ー
の
神
概
念
は
、

自
由
で
平
等
な
．
関
係
を
人
び
と
の
間
に
維
持
す
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
け
る
正
義
概
念
は
、
杜
会
全

体
の
不
平
等
や
抑
圧
の
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
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（81）　ルソーの平等思想について

れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
。
こ
う
し
た

『
工
、
ミ
ー
ル
』
に
お
け
る
正
義
概
念
は
、
不
平
等
克
服
の
た
め
の

論
理
と
し
て
の
「
一
般
意
志
」
論
を
支
え
、
補
強
す
る
役
割
を
果

た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
論
は
、
憐
れ

み
の
憎
に
よ
っ
て
、
不
平
等
の
社
会
的
構
造
と
そ
の
不
当
性
を
把

握
し
て
い
く
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
け
る
主
体
者
（
民
衆
の
指
導
者
）

の
存
在
を
前
提
に
し
て
お
り
、
ま
た
、
神
概
念
は
、
「
一
般
意
志
」

を
成
立
さ
せ
る
基
本
的
条
件
で
あ
る
人
ぴ
と
に
お
け
る
「
相
互

性
」
を
維
持
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
一
般
意
志
」
の
内
容
を
、
『
社
会
契
約
論
』
と
『
不
平

等
起
源
論
』
『
エ
ミ
ー
ル
』
と
を
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
分

析
し
て
き
た
が
、
次
に
、
ル
ソ
ー
が
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
近
代

国
家
生
成
期
の
自
然
法
思
想
家
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
、
ロ
ヅ
ク
、
プ
ー
フ

ェ
ン
ド
ル
フ
ら
の
理
論
と
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
論
と
の
相
違

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
般
意
志
」
の
特
質
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

　
〕

　
B
　
「
一
般
意
志
」
論
の
特
質
－
ホ
ッ
プ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
プ

　
〔－

フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
の
比
較
－

　
ル
ソ
ー
と
自
然
法
思
想
家
た
ち
と
の
相
違
点
は
、
次
の
四
点
に

要
約
で
き
る
。

　
（
a
）
　
「
相
互
性
」
の
観
念
に
つ
い
て

　
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ヅ
ク
ら
の
理
論
も
、
あ
る
種
の
「
相
互
性
」
の

観
念
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
「
相
互

性
」
は
、
た
と
え
ぱ
、
人
び
と
の
間
に
紛
争
が
生
じ
た
と
き
、
紛

争
当
事
者
が
、
い
っ
た
ん
、
自
ら
の
利
益
追
求
を
や
め
て
、
相
互

に
相
手
の
立
場
に
た
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
を
解
決
し

て
い
く
好
ま
し
い
規
則
を
取
り
決
め
て
い
く
方
法
を
通
し
て
、
人

ぴ
と
の
間
に
同
一
の
権
利
・
義
務
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
＾
”
）

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
や
が
て
、
ア
ダ
ム
・

ス
、
、
、
ス
の
「
交
換
的
正
義
」
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
こ
れ
に
対
し

て
、
ル
ソ
ー
の
「
相
互
性
」
は
、
現
実
に
お
け
る
窟
の
平
等
の
間

題
、
つ
ま
り
「
分
配
的
正
義
」
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
論
理

で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
ホ
ヅ
ブ
ズ
、
ロ
ヅ
ク
ら
の
「
相
互

性
」
と
異
な
る
。
確
か
に
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
も
、
「
各
人
は
生
ま
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

が
ら
に
平
等
で
あ
る
」
と
い
い
、
自
然
的
平
等
は
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
理
論
の
中
に
は
、
実
質
的
平
等
を
現

実
社
会
に
お
い
て
実
現
し
て
い
く
論
理
は
な
い
。
ホ
ヅ
ブ
ズ
の

「
分
配
的
正
義
」
は
、
裁
判
に
お
い
て
「
法
の
下
の
平
等
」
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

っ
て
正
邪
を
決
す
る
裁
判
官
の
正
義
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
貧
宮
の
格
差
の
間
題
は
直
接
問
趨
と
さ
れ
ず
、
単
に
宮
者
と

肋
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貧
者
の
紛
争
の
調
停
と
い
う
形
で
問
題
に
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
ス
ミ
ス
に
お
い
て
も
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、

ス
ミ
ス
は
、
貧
者
が
富
者
の
財
を
盗
ん
だ
場
合
を
取
り
上
げ
、

「
同
感
の
理
論
」
〔
淋
伽
鮒
似
帥
麟
玖
舳
ボ
榊
バ
淋
鮒
ボ
ト
搬
肺
槻
舳
硝
岬
紐
邪
〕
に
も

と
づ
き
、
そ
う
し
た
行
為
が
い
か
に
正
義
に
反
す
る
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
＾
娑

か
を
強
調
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
は
、
宮
者
の
財
を
盗

ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
貧
者
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
社
会
に
正

義
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
、
ル
ソ
ー
と
他
の
自
然
法
思
想
家
と
の
決
定
的
な
差
が
存

在
す
る
。

　
（
b
）
主
権
者
と
人
民
の
同
一
性
に
つ
い
て

　
ホ
ヅ
ブ
ズ
に
お
い
て
は
、
一
人
も
し
く
は
少
数
の
選
ぱ
れ
た
人

ぴ
と
に
、
ま
た
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
議
会
に
法
の
制
定
が
委

ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
人
び

と
の
間
に
「
相
亙
性
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
全
成
員
に
立
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

活
動
へ
の
参
加
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ル
ソ
ー
は
、
主
権

者
と
人
民
の
同
一
性
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
面
す
る
フ

ラ
ン
ス
絶
対
王
政
に
対
決
す
る
と
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

近
代
議
会
制
度
の
不
完
全
性
を
も
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。

　
（
C
）
　
所
有
権
に
っ
い
て

　
さ
ら
に
、
ル
ソ
ー
は
、
近
代
的
所
有
権
の
導
入
を
課
題
と
し
た

ロ
ッ
ク
や
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
は
異
な
り
、
不
平
等
を
是
正
す

る
た
め
に
所
有
権
の
再
構
成
を
目
指
し
て
い
る
。
ロ
ヅ
ク
は
、
貨

幣
の
発
明
と
同
時
に
人
び
と
の
う
ち
に
富
の
不
平
等
が
生
じ
、
そ

れ
が
戦
争
状
態
の
原
因
に
な
る
と
分
析
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
危

機
は
所
有
権
の
保
証
を
目
的
と
す
る
「
同
意
に
も
と
づ
く
社
会
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
4
〕

約
」
に
よ
っ
て
止
揚
で
き
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
は
、

こ
う
し
た
楽
観
論
の
立
場
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ル
ソ

ー
は
、
所
有
権
を
含
む
す
べ
て
の
権
利
を
「
一
般
意
志
」
に
も
と

づ
き
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
に
存
在
す
る
一
切
の
不

平
等
化
要
因
を
一
掃
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
d
）
　
慈
愛
概
念
に
つ
い
て

　
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
は
、
人
に
慈
愛
つ
ま
り
恩
恵
を
与
え
る
側

は
、
た
と
え
そ
の
恩
恵
が
無
償
で
あ
る
と
考
え
る
と
し
て
も
、
恩

恵
を
受
け
る
側
は
そ
れ
に
報
い
て
い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
か
ら
、
自
己
保
存
の
原
理
〔
自
己
利
益
の
追
求
〕
が
、
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
脂
〕

社
会
理
論
全
体
の
基
礎
に
す
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
自
己
利
益
の
追
求
に
よ
っ
て
社
会
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と

を
見
て
取
っ
て
い
た
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
基
本
的
自
然
法
の
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（83）　ルソーの平等思想について

う
ち
に
、
所
有
権
の
保
謹
、
侵
害
の
禁
止
、
契
約
の
遵
守
の
規
定

と
並
ん
で
、
「
他
人
の
権
利
を
自
発
的
に
助
長
す
る
こ
と
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
％
〕

う
慈
愛
に
関
す
る
規
定
を
含
め
た
。
ル
ソ
ー
も
、
同
様
に
、
憐
れ

み
の
憎
〔
一
種
の
慈
愛
概
念
〕
と
自
己
保
存
の
原
理
を
調
和
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

る
こ
と
に
よ
っ
て
杜
会
の
正
義
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

ル
ソ
ー
は
、
先
行
自
然
法
思
想
家
た
ち
の
富
者
が
貧
者
に
与
え
る

恩
恵
と
い
う
慈
愛
概
念
は
、
貧
者
の
窟
者
へ
の
従
属
に
つ
な
が
り
、

結
局
は
社
会
的
抑
圧
を
招
く
と
考
え
、
憐
れ
み
の
情
に
も
と
づ
く
、

「
一
般
意
志
」
の
形
成
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
従

来
の
慈
愛
概
念
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
ル
ソ
ー
は
、
『
エ
ミ
ー
ル
』

の
中
で
、
ロ
ヅ
ク
の
教
育
論
に
お
け
る
「
気
前
の
良
い
人
は
い
つ

も
一
番
〔
財
を
〕
多
く
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
う
え
、
尊
敬
、

　
　
　
　
　
　
　
＾
警

賞
賛
ま
で
得
ら
れ
る
。
」
と
い
う
慈
愛
の
勧
め
の
一
節
に
対
し
て
、

そ
れ
は
、
富
者
が
貧
者
に
「
鶏
の
卵
を
一
っ
与
え
て
お
い
て
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
醐
〕

頭
の
牛
を
取
り
上
げ
る
に
等
し
い
」
と
激
し
く
批
判
す
る
の
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
は
、
近
代
自
然
法
に
も
と
づ
く
近
代
社
会

の
形
成
に
よ
っ
て
社
会
的
矛
盾
が
解
決
で
き
る
と
し
た
ホ
ヅ
ブ
ズ
、

ロ
ヅ
ク
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
ら
の
楽
観
論
に
と
ど
ま
る
こ
と
な

く
、
不
平
等
の
問
題
を
社
会
の
基
本
的
問
題
と
捉
え
、
近
代
社
会

に
固
有
な
社
会
的
矛
盾
を
あ
る
程
度
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
し
い
社
会
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
次
に
、
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
論
が
い
か
な
る
平
等
社
会
を

展
望
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
て
み
よ
う
。

（
1
）
　
－
－
一
射
o
自
蜆
器
雪
ξ
b
ミ
o
o
ミ
s
ミ
肺
o
ミ
s
ト
O
．
ρ
－
H
一
や
い
①
〇
一

　
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
二
一
〇
ぺ
ー
ジ
）

（
2
）
（
3
）
　
き
｝
軋
、
。
O
や
ω
α
o
～
H
．
（
『
此
削
掲
譜
目
』
　
一
二
一
ぺ
ー
ジ
）

（
4
）
　
き
ミ
一
〇
、
S
一
・
（
『
前
掲
薔
』
　
一
五
八
ぺ
ー
ジ
）

（
5
）
　
－
一
－
一
－
射
o
目
㎜
器
凹
ξ
吻
ミ
、
、
．
o
ミ
恕
s
軸
　
軋
耐
　
、
、
“
s
“
軸
ミ
辻
恥
　
〇
一
ρ

　
－
月
勺
L
旨
．
（
『
金
集
』
第
四
巻
、
二
六
〇
べ
ー
ジ
）

（
6
）
　
ル
ソ
ー
の
「
相
互
性
」
概
念
に
関
す
る
別
な
視
点
か
ら
の
指
摘

　
は
、
以
下
の
文
献
に
見
ら
れ
る
。
福
田
歓
一
『
近
代
政
治
原
理
成
立

　
史
序
説
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
二
〇
八
～
九
、
二
一
一
ぺ
ー

　
ジ
。
田
中
吉
六
『
マ
ル
ク
ス
か
ら
ル
ソ
ー
へ
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
・

　
一
九
八
○
年
、
二
〇
五
－
二
二
ぺ
ー
ジ
。
印
里
貝
ミ
・
ミ
。
一
〇
や

　
一
章
～
㎞
。
（
『
前
掲
書
』
一
＝
二
ぺ
ー
ジ
）

（
7
）
　
』
一
－
肉
o
自
窃
ω
凹
ξ
b
ミ
8
ミ
s
ミ
血
S
｝
ミ
ー
◎
一
〇
一
■
い
や
い
N
い
一

　
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
二
二
七
ぺ
ー
ジ
）

（
8
）
　
き
ミ
一
勺
。
讐
o
o
・
（
『
前
掲
書
』
一
四
三
ぺ
ー
ジ
）

（
9
）
　
－
．
－
肉
o
自
覇
o
陣
ξ
吻
ミ
、
“
、
“
8
s
o
§
膏
、
ミ
辻
母
ミ
“
O
．
ρ
■
一

　
や
N
蟹
．
（
『
金
集
』
第
五
巻
、
七
九
ぺ
－
ジ
）

（
1
0
）
　
ト
』
．
内
o
自
蜆
蜆
o
串
ξ
b
ミ
o
o
ミ
s
ミ
｝
o
o
｛
畠
ト
O
．
O
．
－
H
一
雫
｝
①
ド

　
（
『
金
築
』
第
五
巻
、
二
一
二
ぺ
ー
ジ
）
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一橋論叢 第100巻 第2号　（84）

（
1
1
）
　
き
ミ
’
P
亀
■
（
『
前
掲
書
』
二
二
五
ぺ
ー
ジ
）

（
1
2
）
　
』
1
』
ー
カ
o
自
蜆
竃
雪
と
⑰
ミ
、
“
、
o
ミ
吹
軋
ミ
雨
　
軋
軸
　
“
、
“
s
“
零
ミ
、
恥
　
O
．
ρ

　
■
H
．
や
ニ
ド
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
一
八
○
ぺ
ー
ジ
）

（
1
3
）
　
』
．
』
．
肉
o
自
詔
o
雪
と
b
ミ
S
ミ
s
ミ
｝
o
o
ぎ
｝
〇
一
ρ
H
■
－
〇
一
ω
N
い
一

　
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
二
二
七
ぺ
ー
ジ
）

（
1
4
）
　
き
迂
二
P
ミ
■
（
『
前
掲
書
』
二
二
四
べ
－
ジ
）

（
b
）
　
き
ミ
一
〇
、
寄
o
。
．
（
『
前
掲
書
』
　
一
三
二
ぺ
ー
ジ
）

（
1
6
）
　
き
ミ
一
〇
、
讐
o
。
。
（
『
前
掲
書
』
　
一
四
三
ぺ
ー
ジ
）

（
1
7
）
　
』
．
』
－
宛
o
冨
㎝
墨
ξ
■
§
き
一
〇
．
ρ
－
＜
一
勺
1
㎞
ミ
ー
（
『
全
集
』

　
第
六
巻
、
三
二
二
ぺ
ー
ジ
）

（
㎎
）
　
き
ミ
一
勺
、
ω
o
．
N
．
（
『
全
集
』
第
七
巻
、
三
七
ぺ
ー
ジ
）

（
1
9
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
中
正
司
『
市
民
社
会
理
論
の
原
型
』

　
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
九
年
、
九
、
三
三
ぺ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た

　
い
。

（
2
0
）
　
（
別
）
　
H
．
］
四
〇
げ
げ
o
y
卜
恥
o
｛
ミ
註
ミ
ぎ
o
o
l
O
l
団
－
崖
葭
o
o
フ
o
鶉
o
ξ

　
巾
昌
霜
す
■
o
o
区
一
串
彗
目
o
目
穿
ミ
畠
旨
一
H
ま
o
〇
一
〇
、
．
昌
H
～
o
o
．
（
水

　
田
洋
・
田
中
浩
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七

　
七
年
、
一
〇
四
ぺ
ー
ジ
）

（
2
2
）
　
＞
．
ω
冒
岸
F
§
軸
§
§
ミ
ミ
き
§
、
吻
§
ミ
§
§
章
＆
．
U
－

　
∪
一
寄
号
塞
ピ
＞
．
■
．
旨
彗
ぎ
■
旨
宰
｛
Ω
蠣
邑
員
H
コ
昌
嘗
墨
君
豆

　
s
o
。
“
や
5
o
。
．
（
水
田
洋
訳
『
道
徳
感
情
論
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七

　
三
年
、
二
〇
三
ぺ
－
ジ
）

（
2
3
）
　
ス
ビ
ノ
ザ
も
、
主
棲
者
と
人
民
の
同
一
性
を
追
求
し
て
い
た
。

　
主
権
諭
に
関
す
る
ル
ソ
ー
と
ス
ビ
ノ
ザ
と
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
は
、

　
柴
田
寿
子
「
人
民
主
権
論
の
恩
想
的
系
譜
－
ホ
ヅ
ブ
ズ
と
ル
ソ
ー

　
を
結
ぷ
ス
ビ
ノ
ザ
政
治
思
想
の
位
置
－
」
『
思
想
』
岩
波
書
店
、

　
一
九
八
八
年
七
月
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
4
）
　
』
1
■
o
o
打
ぎ
o
ミ
§
ぎ
寒
㎞
ミ
O
o
ミ
§
§
§
“
＆
1
勺
．
■
竃
－
9
“
一

　
〇
葭
自
－
す
ユ
O
o
i
o
」
q
．
勺
．
－
O
葭
目
－
σ
『
巳
o
目
9
阯
o
o
o
目
α
o
O
－
ま
O
P
一
〇
⑦
“
（
H
－
o

　
器
8
邑
苛
＄
ま
蜆
9
9
や
O
O
）
・
（
宮
川
透
訳
「
統
治
論
」
世
界
の
名

　
著
2
7
『
ロ
ヅ
ク
・
ヒ
ュ
ー
ム
』
中
央
公
諭
社
、
一
九
六
六
年
、
第
八

　
章
）

（
％
）
　
H
．
＝
o
σ
σ
o
y
o
、
－
o
辻
’
や
N
0
p
（
ホ
ヅ
ブ
ズ
『
前
掲
書
』
一

　
〇
一
’
ぺ
1
“
ソ
）

（
2
6
）
　
ω
．
］
。
巨
昌
旨
『
い
b
雨
言
ミ
≧
邑
ト
ミ
§
廼
O
§
ミ
ミ
ミ
ト
§
ミ

　
§
δ
一
H
『
芭
自
頸
犀
箒
o
σ
｝
ρ
U
’
0
5
茸
“
ブ
宰
一
峯
－
＞
一
〇
巨
鼠
一
チ
異
一

　
〇
〇
窒
自
固
o
自
σ
＝
s
庄
o
目
冒
9
老
－
5
｝
淳
ω
o
冨
■
H
p
岩
o
ミ

　
く
o
『
打
■
o
目
o
o
p
勺
目
σ
－
轟
戊
o
目
o
；
ま
o
胃
畠
o
q
庁
向
目
o
o
ξ
目
耐
自
片

　
h
實
冒
富
『
量
匡
o
目
竺
、
聖
o
①
一
冨
勺
ユ
鼻
＆
s
塞
一
や
－
s
－

（
η
）
　
』
一
』
一
射
〇
一
］
窒
o
串
自
一
吻
s
、
　
、
、
o
ミ
昧
ぎ
雨
　
軋
雨
　
“
”
札
s
“
映
ミ
辻
か
　
〇
一
〇
一

　
－
月
句
L
塞
．
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
一
九
四
ぺ
ー
ジ
）

（
2
8
）
　
－
■
8
岸
9
、
．
9
§
軸
§
o
s
容
旨
S
§
ミ
ぎ
ミ
恥
辻
§
s
ミ
§
．
、
一
§
雨

　
＆
§
昌
ミ
§
ミ
s
、
ミ
ぎ
零
ミ
盲
杏
s
卜
s
ぎ
一
＞
實
巨
s
－
o
ま
一
－
o
目

　
色
艘
ぎ
す
o
旨
茎
昌
菖
O
冒
討
蜆
耳
』
．
』
．
＞
4
o
＝
一
9
目
9
己
溶

　
ζ
■
勺
J
o
印
昌
マ
己
o
q
o
H
漂
o
〇
一
妃
。
昌
ω
、
（
服
部
知
文
訳
『
教
育
に
関

　
す
る
考
察
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
　
ニ
ハ
三
ぺ
ー
ジ
）

（
2
9
）
　
－
．
－
、
射
o
冨
竃
彗
一
向
§
§
一
〇
．
O
」
く
一
勺
、
竃
o
。
（
『
全
集
』
第

　
六
巻
、
三
八
～
九
ぺ
ー
ジ
）
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（85）　ルソーの平等恩想について

四
　
ル
ソ
ー
に
よ
る
平
等
社
会
の
構
想

　
ル
ソ
ー
は
、
『
社
会
契
約
論
』
第
一
篇
の
終
り
で
、
「
こ
の
基
本

的
契
約
は
自
然
的
平
等
を
破
壊
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対

に
、
自
然
が
人
間
の
あ
い
だ
に
お
く
身
体
的
不
平
等
に
代
え
て
、

法
に
も
止
づ
く
社
会
的
平
等
（
冒
O
緒
凹
一
ま
昌
O
轟
－
①
黒
示
－

○
目
圧
昌
①
）
を
打
ち
建
て
る
。
人
間
は
体
カ
や
天
分
に
お
い
て
不
平

等
で
あ
り
う
る
が
、
契
約
に
よ
っ
て
、
ま
た
権
利
に
よ
っ
て
す
ぺ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

て
平
等
に
な
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
「
一
般
意
志
」
の
論

理
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
平
等
、
つ
ま
り
ル
ソ
ー
の
い
う
「
法
に

も
と
づ
く
社
会
的
平
等
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
〕

　
A
　
権
カ
と
富
の
分
配

　
〔

　
ル
ソ
ー
は
、
平
等
の
問
題
を
権
カ
と
宮
の
二
つ
の
対
象
に
分
け

て
考
察
す
る
。
ル
ソ
ー
は
、
「
権
カ
を
手
中
に
し
て
い
る
と
き
に

は
、
全
世
界
を
震
え
あ
が
ら
せ
る
の
に
な
ん
ら
の
技
巧
を
必
要
と

し
な
い
し
、
人
心
を
獲
得
す
る
こ
と
に
も
た
い
し
た
技
術
は
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

な
い
」
と
い
う
権
カ
観
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
は
、
法

の
具
体
的
適
用
で
あ
る
統
治
の
行
為
に
は
、
特
に
公
正
さ
が
必
要

で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
ル
ソ
ー
は
、
人
民
全
体
が
す
ぐ
れ
た

人
物
と
し
て
評
価
す
る
少
数
の
人
ぴ
と
を
選
挙
で
選
出
し
、
そ
れ

ら
の
人
ぴ
と
に
統
治
を
委
ね
る
少
数
者
に
よ
る
統
治
〔
飢
財
甘
ボ
唖
磁
舳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

貼
勘
蝸
の
の
イ
鮒
ら
、
〕
を
最
良
の
政
治
形
態
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
代
表

者
が
「
全
人
民
」
に
よ
っ
て
徳
性
を
も
つ
と
評
価
さ
れ
て
い
る
場

合
に
限
っ
て
そ
の
代
表
者
に
権
力
が
委
ね
ら
れ
る
。
ル
ソ
ー
は
、

こ
う
し
て
、
政
治
権
カ
に
対
す
る
人
民
の
チ
ェ
ヅ
ク
体
制
を
確
立

す
る
と
同
時
に
、
人
び
と
が
権
カ
を
獲
得
し
よ
う
と
す
れ
ぱ
、
公

的
利
益
を
追
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
富
に
関
し
て
は
、
ル
ソ
ー
は
、
「
一
般
意
志
」
の
論
理

に
し
た
が
っ
て
、
人
ぴ
と
は
望
む
隈
り
の
平
等
化
を
指
向
し
て
い

る
と
捉
え
、
宮
の
不
平
等
の
限
度
は
少
な
く
と
も
、
富
の
力
に
よ

っ
て
他
者
を
支
配
し
た
り
従
属
さ
せ
た
り
し
な
い
程
度
に
と
ど
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
「
法
に

も
と
づ
く
社
会
的
平
等
」
に
お
い
て
は
、
「
宮
の
平
等
化
」
が
そ

の
中
心
的
問
題
と
な
る
。
で
は
、
ル
ソ
ー
は
、
現
実
社
会
に
お
け

る
不
平
等
化
の
原
因
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　
〕

　
B
　
ル
ソ
ー
に
よ
る
宮
の
不
平
等
化
の
原
因
分
析

　
〔

　
ル
ソ
ー
は
、
「
事
物
〔
政
治
社
会
の
諸
制
度
〕
の
カ
（
気
｛
o
H
8

ま
ω
g
o
㎝
窪
）
は
常
に
平
等
を
破
壊
す
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
、
立

法
の
力
は
常
に
平
等
を
維
持
す
る
方
向
に
向
か
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
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＾
三

な
い
L
と
い
う
。
既
に
述
べ
た
よ
ヶ
に
、
ル
ソ
ー
は
、
■
窟
の
不
平

等
化
を
促
進
す
る
原
因
を
政
治
社
会
の
諸
制
度
の
う
ち
に
見
い
出

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
析
は
ル
ソ
ー
の
諸
著
作
の
い
た
る
と
こ

ろ
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
公
経
済
」
、
す
な
わ
ち
統
治
や
財

政
を
手
段
と
し
て
不
平
等
化
を
抑
制
し
よ
う
。
と
し
た
『
政
治
経
済

論
』
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
不
平
等
化
の
原
因
に
つ
い
て
の
分
析

を
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ル
ソ
ー
が
「
事
物
の
力
」
と
考

え
る
も
の
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

　
1
　
税
の
徴
収
に
よ
っ
て
生
じ
る
民
衆
の
貧
困
化

　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

　
2
　
政
治
的
権
威
（
公
共
の
権
威
）
に
よ
る
當
者
の
優
遇

　
3
　
富
の
蓄
積
能
カ
に
よ
る
貧
富
の
格
差
の
拡
大
（
す
な
わ
ち
、

　
　
「
百
万
ピ
ス
ト
ル
を
持
つ
者
が
次
の
百
万
ピ
ス
ト
ル
を
獲
得

　
　
す
る
よ
り
も
、
無
産
者
が
一
ピ
ス
ト
ル
を
獲
得
す
る
方
が
難

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

　
　
し
い
」
と
い
う
こ
と
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

　
4
　
商
工
業
に
対
す
る
農
業
の
相
対
的
窮
乏
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

　
5
　
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
都
市
と
農
村
の
不
均
等
発
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

　
6
　
農
産
物
の
価
格
が
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

　
7
㍉
イ
ン
フ
レ
ー
シ
目
ン
に
よ
る
農
民
の
窮
乏
化

　
こ
の
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
不
平
等
化
に
関
す
る
社
会
的
要
因
の

　
　
　
　
　
　
v
　
－
－

分
析
は
体
系
性
こ
そ
欠
い
て
は
い
る
が
、
そ
の
指
摘
は
当
時
の
政

治
的
．
・
社
会
的
諸
矛
盾
を
十
分
に
描
き
出
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
「
事
物
の
力
」
は
人
間
が
作
り
上
げ
た
制
度
・
習
慣
か

ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
制
度
・
習
慣
を
作
り
か

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
平
等
化
を
阻
止
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

「
一
般
意
志
」
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
る
新
し
い
法
は
そ
う
し
た

不
平
等
化
を
阻
止
す
る
杜
会
制
度
を
建
設
す
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
ル
ソ
ー
の
「
法
に
も
と
づ
く
社
会
的
平

等
〔
窟
の
平
等
〕
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　
〕

　
C
　
ル
ソ
ー
に
よ
る
富
の
平
等
化
の
た
め
の
原
則

　
〔

　
宮
の
平
等
化
の
原
則
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
、
『
政
治
経
済

論
』
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
を

整
理
す
れ
ぱ
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
1
　
富
を
そ
の
所
有
者
か
ら
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
富
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
〕

　
　
蓄
稜
す
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
取
り
除
く
こ
と
。

　
2
　
救
貧
院
を
建
て
る
の
で
は
な
く
、
人
ぴ
と
が
貧
困
化
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葺
）

　
　
い
よ
う
に
保
障
す
る
こ
と
。

　
3
　
官
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
労
働
が
常
に
必
要
で
あ
る
よ

　
　
う
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
労
働
す
れ
ぱ
必
ず
宮
を
獲
得
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帖
）

　
　
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

・
以
上
の
墾
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
貧
民
保
護
や
急
激
な
再
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（87） ルソーの平等恩想について

分
配
政
策
よ
り
も
、
不
平
等
化
を
も
た
ら
す
制
度
そ
の
も
の
を
改

善
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
ル
ソ
ー
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ

っ
た
。
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
人
び
と
の
自
発
的
な
労
働
に
最
も

価
値
が
お
か
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
、
財
産
、
生
命
、
自
由
が
保

証
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
〕

　
D
　
窟
の
平
等
化
を
実
現
す
る
具
体
策

　
〔

　
そ
れ
で
は
、
ル
ソ
ー
は
宮
の
平
等
化
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ど

の
よ
う
な
具
体
策
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
ル
ソ
ー
は
『
政
治
経
済
論
』
『
コ
ル
シ
カ
憲
法
草
稿
』
、
そ
・

し
て
、
『
社
会
契
約
論
』
第
三
篇
第
十
三
章
で
い
く
つ
か
の
具
体

策
を
提
案
し
て
い
る
。

　
『
政
治
経
済
論
』
で
は
、
ま
ず
、
相
続
財
産
の
制
限
が
提
案
さ

れ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
「
政
府
が
、
従
う
べ
き
法
律
の
精
神
は
、
家

族
の
財
産
が
、
父
か
ら
子
へ
近
親
者
か
ら
近
親
者
へ
と
で
き
る
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帖
）

け
少
な
く
譲
渡
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
。
こ

う
し
た
相
続
財
産
の
制
限
は
、
宮
の
蓄
積
に
よ
る
不
平
等
の
拡
大

に
対
す
る
有
効
な
抑
制
策
と
な
る
。
そ
の
政
策
は
、
世
襲
貴
族
制

の
基
盤
を
つ
き
く
ず
し
、
一
方
で
ま
た
、
数
世
代
に
わ
た
る
富
の

蓄
積
に
よ
っ
て
大
土
地
所
有
者
と
し
て
上
昇
し
つ
つ
あ
っ
た
ブ
ル

ジ
冒
ア
ジ
ー
の
存
在
基
盤
を
も
奪
う
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
、
ル

ソ
ー
は
租
税
の
閲
趨
を
取
り
上
げ
、
累
進
税
に
よ
る
平
等
化
、
農

民
に
対
す
る
直
接
税
の
削
減
、
そ
し
て
著
傷
税
の
創
設
を
提
案
す

ε
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
§

る
。
ま
た
、
ル
ソ
ー
は
、
公
有
地
制
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は

人
ぴ
と
の
労
働
提
供
に
よ
っ
て
国
費
を
調
達
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
市
民
と
し
て
の
徳
性
を
維
持

す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
労
働
提
供
と
い
う
形
で

の
人
ぴ
と
の
国
政
へ
の
参
加
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
9
一

ノ
ソ
ー
は
、
公
共
倉
庫
の
設
立
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
倉
庫
は
、

飢
饅
に
そ
な
え
る
と
い
う
目
的
を
も
つ
ぱ
か
り
で
な
く
、
穀
物
の

生
産
と
需
要
の
変
動
を
調
整
す
乃
こ
と
に
よ
っ
て
穀
物
価
格
を
安

定
化
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
社
会
璃
論
一
に
お
い
て
は
、
首
都
の
定
期
的
移
動
が
菱

さ
れ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は
、
首
都
が
政
治
経
済
の
中
心
と
し
て
発

展
し
、
農
村
を
収
奪
す
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
コ
ル
シ
カ
憲
法
草
稿
』
で
は
、
商
工
業
・
貨
幣
に
対
す
る
批

判
が
い
？
そ
う
そ
の
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
貨
幣
の
廃
止
と
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
肌
〕

晶
交
換
の
現
物
化
、
商
品
交
換
の
政
府
に
よ
る
管
理
、
さ
ら
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憂
〕
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

著
修
的
財
の
使
用
を
制
限
す
る
著
移
制
限
法
、
土
地
均
分
法
が
検

討
さ
れ
て
い
る
。

　
〕

　
E
　
ル
ソ
ー
の
目
指
し
た
平
等
社
会

　
〔
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以
上
の
諸
政
策
か
ら
、
ル
ソ
ー
が
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
、
当

時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
人
口
の
犬
半
を
占
め
る
自
ら
の
土
地
を

十
分
に
あ
る
い
は
全
く
持
た
な
い
貧
し
い
農
民
た
ち
に
土
地
の
所

有
を
保
陣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
的
に
自
立
し
た
広
範
な
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
娑

層
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
貧

し
い
農
民
の
立
場
か
ら
、
封
建
的
諸
制
度
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、

当
時
芽
ば
え
つ
つ
あ
っ
た
資
本
主
義
の
矛
盾
を
も
指
摘
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
が
、
め
ざ
し
た
「
一
般
意
志
」
に

も
と
づ
く
平
等
杜
会
が
成
立
し
う
る
た
め
に
は
、
だ
れ
し
も
容
易

に
法
の
も
た
ら
す
現
実
的
効
果
や
相
互
の
立
場
を
よ
く
知
り
合
う

こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
ル
ソ
ー
が
理
想
と
す
る
社
会

は
、
必
然
的
に
『
コ
ル
シ
カ
憲
法
草
稿
』
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
％
）
　
　
　
　
・

う
な
人
び
と
に
小
さ
な
土
地
所
有
し
か
許
さ
な
い
小
規
模
農
業
国

家
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ル
ソ
ー
の

平
等
理
論
の
限
界
性
を
示
し
て
い
る
。

　
（
1
）
　
』
一
』
一
射
o
自
蜆
器
雪
と
b
s
§
ミ
§
、
㎞
§
｝
s
ト
O
・
ρ
－
目
・
o
・
ω
ひ
N
・

　
　
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
二
一
九
ぺ
ー
ジ
）

　
（
2
）
』
二
－
寄
萎
雷
ξ
寒
こ
、
ぎ
冨
§
ぎ
ミ
§
ミ
一
ρ
O
・
目
・

　
　
弔
．
旨
o
・
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
七
二
ぺ
ー
ジ
）

　
（
3
）
　
』
一
』
一
宛
o
自
蜆
器
葭
ξ
b
ミ
8
ミ
s
ミ
竃
9
s
“
O
・
ρ
目
－
■
写
H
0

　
　
■
－
一
9
｝
舳
．
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
一
七
五
－
八
ぺ
ー
ジ
）

（
4
）
（
5
）
　
§
～
、
一
〇
や
S
H
～
ド
（
『
前
掲
書
』
一
五
九
ぺ
ー
ジ
）

（
6
）
　
－
』
．
肉
o
仁
鶉
o
串
ξ
ω
ミ
、
－
、
“
o
o
s
o
§
膏
寸
o
ミ
ミ
内
ミ
♪
O
・
O
・
目
ト

　
勺
弔
．
塞
9
ミ
弁
（
『
金
集
』
第
五
巻
、
九
〇
、
九
九
ぺ
ー
ジ
）

（
7
）
（
8
）
　
き
ぎ
一
勺
弔
。
ミ
H
～
ド
（
『
前
掲
書
』
九
六
－
七
ぺ
ー
ジ
）

（
9
）
（
1
0
）
（
1
2
）
　
き
§
一
｝
ミ
㎞
．
（
『
前
掲
奮
』
九
九
ぺ
ー
ジ
）

（
1
1
）
　
－
1
』
1
射
昌
鶉
＄
ξ
向
§
亀
♪
ρ
O
・
－
‘
勺
や
ま
α
～
N
・
（
『
全

　
奥
』
第
六
巻
、
二
四
六
～
七
ぺ
ー
ジ
）

（
1
3
）
（
1
4
）
　
』
一
』
．
宛
o
目
窃
o
凹
ξ
吻
ミ
、
、
．
ぎ
o
ミ
o
§
膏
、
o
ミ
ミ
喧
s
♪
O
・
O
・

　
H
貝
勺
。
旨
o
。
。
（
『
全
架
』
第
五
巻
、
八
二
ぺ
ー
ジ
）

（
1
5
）
（
1
6
）
　
き
§
一
勺
ラ
N
S
～
ω
．
（
『
前
掲
書
』
八
六
～
七
ぺ
ー
ジ
）

（
1
7
）
　
き
ミ
一
勺
や
ミ
ω
＝
α
、
（
『
前
掲
書
』
九
五
～
一
〇
一
ぺ
ー
ジ
）

（
1
8
）
　
き
膏
一
ラ
N
a
。
（
『
前
掲
書
』
八
九
ぺ
ー
ジ
）

（
1
9
）
　
き
§
一
や
ざ
N
、
（
『
前
掲
書
」
九
一
ぺ
ー
ジ
）

（
2
0
）
　
』
．
』
一
肉
o
鶉
器
葭
ξ
b
ミ
§
ミ
§
、
竃
良
s
卜
O
・
O
・
■
一
甲
竃
N
・

　
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
二
〇
〇
－
一
ぺ
ー
ジ
）

（
2
1
）
－
二
』
婁
§
目
、
ミ
雨
こ
雨
。
§
§
ミ
。
ミ
§
、
ぎ
§
§

　
◎
．
O
」
自
一
電
．
o
S
：
い
。
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
三
一
四
～
五
ぺ
ー

　
ジ
）

（
2
2
）
（
2
3
）
　
§
匙
二
〇
．
8
9
（
『
前
掲
書
』
三
三
一
～
二
ぺ
ー
ジ
）

（
2
4
）
　
ル
ソ
ー
は
、
「
法
の
カ
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
中
産
階
級
に
対

　
し
て
だ
け
で
あ
る
。
法
は
金
持
ち
の
財
宝
に
対
し
て
も
貧
乏
人
の
窮

　
乏
に
対
し
て
も
同
様
に
無
カ
で
あ
る
」
と
い
う
。
（
－
．
』
・
肉
昌
留
O
彗
。

　
吻
ミ
ー
、
“
8
§
§
ざ
、
o
ミ
息
§
一
〇
．
O
．
－
一
や
旨
o
o
．
（
『
全
集
』
第

　
五
巻
、
八
二
べ
ー
ジ
）
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（89）　ルソーの平等思想について

（
妬
）
　
ル
ソ
ー
は
、
人
ぴ
と
の
経
済
活
動
へ
の
専
心
が
、
政
治
共
同
体

　
の
き
ず
な
を
緩
ま
せ
る
も
の
と
考
え
、
人
ぴ
と
の
経
済
活
動
に
一
定

　
の
限
度
を
課
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

五
　
結
語

　
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
論
は
、
そ
れ
が
現
実
社
会
に
適
用
さ

れ
る
と
き
、
古
典
古
代
の
都
市
国
家
を
モ
デ
ル
と
せ
ざ
る
を
え
な

い
限
界
性
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
二
般
意
志
」

論
は
、
十
七
・
八
世
紀
に
ホ
ッ
ブ
ズ
、
回
ツ
ク
ら
に
よ
っ
て
構
築

さ
れ
た
近
代
国
家
論
の
自
由
主
義
的
性
楕
を
継
承
し
つ
つ
、
そ
れ

を
「
窟
の
平
等
」
を
確
保
す
る
民
主
主
義
的
政
治
理
諭
に
発
展
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

せ
た
点
に
思
想
史
的
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
確
か
に
、
ル
ソ
ー
の
周
辺
に
も
”
不
平
等
。
の
問
題
と
格
闘
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

た
多
く
の
恩
想
家
が
い
た
。
た
と
え
ぱ
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
モ

レ
リ
、
マ
ブ
リ
ら
に
お
い
て
も
、
”
平
等
。
の
必
要
性
が
強
調
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
は
、
「
実
現
さ
れ
る
べ
き
平
等
と

は
い
か
な
る
も
の
か
」
「
平
等
を
実
現
さ
せ
る
法
と
は
何
か
」
、
ま

た
、
「
そ
の
法
を
形
成
す
る
政
治
社
会
は
い
か
な
る
も
の
で
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
か
」
と
い
っ
た
問
い
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
。

政
治
社
会
の
中
で
自
由
と
平
等
を
同
時
に
実
現
し
う
る
た
め
の
諸

条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ル
ソ
ー
が
、
”
平
等
。
の
問
題
を
重
視
し
、
政
治
社
会

に
お
け
る
抑
圧
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
し
た
こ
と
は
（
ル
ソ
ー
自

身
は
十
分
に
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）
、
続
く

十
九
世
紀
に
お
い
て
資
本
主
義
の
矛
盾
が
明
ら
か
と
な
り
”
平

等
。
の
問
魑
が
政
治
理
論
の
中
心
課
題
と
さ
れ
る
こ
と
を
先
取
り

す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
中
浩
「
ホ
ヅ
プ
ズ
と
ル
ソ
ー
」
『
ホ

　
ヅ
プ
ズ
研
究
序
説
』
御
茶
の
水
薔
房
、
一
九
八
二
年
も
参
照
さ
れ
た

　
い
。

（
2
）
　
ル
ソ
ー
と
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
平
等
恩
想
に
お
け
る
継
承
関
係

　
に
つ
い
て
は
、
森
村
敏
己
「
『
窟
と
徳
』
あ
る
い
は
『
富
と
平
等
』
ー

　
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
の
平
等
思
想
1
」
二
橋
論
叢
』
（
一
橘
大
学
）
第

　
一
〇
〇
巻
一
号
、
一
九
八
八
年
七
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
な
お
、
本
諭
文
作
成
に
あ
た
り
、
福
困
歓
一
、
樋
口
謹
一
、
河
野

健
二
、
小
笠
原
弘
親
、
白
石
正
樹
、
吉
岡
知
哉
諸
先
生
方
の
ル
ソ
ー

研
究
か
ら
、
多
く
の
ご
教
示
を
受
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
挙
院
博
士
課
程
）
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